
 
令和３年  月  日 

厚生労働大臣  殿 
                                                                                             
                              機関名 国立医薬品食品衛生研究所 

 
                      所属研究機関長 職 名 所長 
                                                                                      
                              氏 名 合田 幸広    印  
 

   次の職員の令和２年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名 食品の安全確保推進研究事業                                        

２．研究課題名 新たなバイオテクノロジーを用いて得られた食品の安全性確保と            

リスクコミュニケーションのための研究                                        

３．研究者名  （所属部局・職名） 生化学部 部長                                 

    （氏名・フリガナ） 近藤 一成 （コンドウ カズナリ）                                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針  □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3）  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



 
令和３年５月  日 

厚生労働大臣  殿 
                                                                                             
                              機関名 国立医薬品食品衛生研究所 

 
                      所属研究機関長 職 名 所長 
                                                                                      
                              氏 名 合田 幸広    印  
 

   次の職員の令和２年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名 食品の安全確保推進研究事業                                        

２．研究課題名 新たなバイオテクノロジーを用いて得られた食品の安全性確保と            

リスクコミュニケーションのための研究                                        

３．研究者名  （所属部局・職名） 生化学部 主任研究官                                 

    （氏名・フリガナ） 為広 紀正 （タメヒロ ノリマサ）                                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針  □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3）  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



 
令和３年５月  日 

厚生労働大臣  殿 
                                                                                             
                              機関名 国立医薬品食品衛生研究所 

 
                      所属研究機関長 職 名 所長 
                                                                                      
                              氏 名 合田 幸広    印  
 

   次の職員の令和２年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名 食品の安全確保推進研究事業                                        

２．研究課題名 新たなバイオテクノロジーを用いて得られた食品の安全性確保と            

リスクコミュニケーションのための研究                                        

３．研究者名  （所属部局・職名） 生化学部 主任研究官                                 

    （氏名・フリガナ） 吉場 聡子 （ヨシバ サトコ）                                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針  □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3）  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
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厚 生 労 働 大 臣 殿
機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

学校法人沖縄科学

理事長

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理に

ついては以下のとおりです。

1. 研究事業名 食品の安全確保推進峰 ___

1_    ~ 1‐ ..,一   . ‐ ・               f i . ・ ｀   . . ・ r.

リスクコ ミュニ ケー ションのための研究

3.  研 究 者 名  (_所員部局・職 名)進 化神経生物学ユニット グループリーダー

壁立L二重生L量土L__重生上L__基_全L_1全主主2_エイ
^ケ

2

4. 倫理審査の状況

… : :I・      ●    ・ |―  =  ‐■ 1.  |:1         ,1・
チェ ァクL一部着しくは全部の書査がtTし ていない場合は、「未書査」にチェックすること,

その他 (特記事項 )

腋当性の有無

有  無

■ E

■

■ 一
一

□

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実籠に関する基本指針
■ □

その他、腋当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) ■ ロ

.  |  _           I ・ 口     |

6.  利益相反の管理
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ロ

■

■
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r
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(豪3) 廃止備の「饉学書tに四十る●理指針.や '■は研究に関する0理指針 :二 ●拠する●合は.当腋嘔日に記入すること.

5. 厚生労働分野の研究活動における下正行為への対応について

トーー



別紙 5

~厚
生労働科学研究費における倫理審査及び利益相反の管理の状況に関する報告について

(平 成26年 1月 14H科発0414第 5号 )」 の別紙に定める様式 (参 考)

2021年  1月 26日

厚生労働大臣
(日立医薬品食品衛生研究所長)殿
(国 立保健医療科学院長)

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

名古屋

学長

次の職員の(令和)2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及
は以下のとおりです。

について

1.研究事業名

2.研究課題名

食品の安 全確保推進研究事業

新たなバイオテクノロジーを用いて得られ 食品の安全性確保 と

リスクコミュニケーシュンの上めの皿

`狙3.研究者名 (所 属部局・職名,工学研究科

(氏名・フリガナ)竹内 一郎・タケウチ イチロウ

4.倫理審査の状況

餞当性の有無

有  無

■ tl~,: |.`■ ■   ¬ 」′、

審査済 み   審査 した機関 未審査 〈来2,

ヒトデ′ム・遺伝子解析研究 :二 関する倫理指針 ■

遺伝
「

治療 等臨床研究 ::関 する指針 ■

′、を対象とする医学系研究 |こ関する倫理指針 (■ 1) ■

厚生労働省の所管する実施機関 |二 おける動物実験

等の実施に関する基本指針
■

その他、該当する倫理指針があれば記入すること
(指針の名称 :               ) ■

(※ 1)当 故研究者がヽ政研究を実籠するに当たり遵守すべき●理指針に目する倫理書員会の審査が済んでいる■合は、
‐
審査済み_にチェックし一

部苦しくは全部の審査が完 rし ていない■合は.´ 未審査_Iこ チェックすること,

その他 (特記事項)

(※ 2)未審査の場合は、その理由を記償すること,

(※ 3)魔止前の
‐
寝学研究に目する0理指針_や

‐
臨床研究に関する綸理指針.:こ 準

“

する■合は、当餞曜日に記入すること,

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  来受欝 二

6.利益相反の管理

晟ヨ■
―

硬1:41『Л■
=二

:

〕|

当研究機関におけるC()Iの管理に関する規定の策定 有 1■  無 二 (無←,場 合はその理由

｀
1研究機関におけるC()1委 員会設置の有無 有 ■ 無 I(無の場合は■■先機関 :

当研究に係るC`つ II二 ついての報告・審査の有無 イ!■  薔
~'L 

Ц ,.:=.,理 由

当研究 |こ 係るC()I11~,い ての指導・管理の有爆 ■

・鉄ヽするこにチェックを入れること.

・ 分担研究者の所属する機目の長も作成すること。

l



令和 3年  月  日

厚生労働大臣  段

機関名 大阪府立大学

所属研究機関長 職 名 学長

氏  名

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利

ては以下のとおりです。

1.研究事業名 食n]の安全確保推進研究事業

‐

1)い

2.研究課題名 新たなパイオテクノロジーを用いて得られた食品の安 全性確保 と

リスクコミュニケ~ン ヨンのための研究

3.研究者名  ( 所属部局・職名) 生命環境科学研究科・ 11

`Ff名
・ フ i〕 ガナ) ′|、 裏 望・ コ イ ズミ ノゾム

4.倫理審査の状況

(Xl)当 敲研究者が当腋研究を実施するにヽたり連守すべき●理指針に関する0理
クし―椰著しくは全部の書査が完了していない場合は.・ 未喜査」にチェックすること.

その他 (特記事項)

・ _1■ 査が済んでいる場合は、
‐
審査済み」にチェッ

左記で腋当がある場合のみ記入 (楽 l)

族当性の有無

有  無 審査済み   審査 した機関
未審査 (※

2,

□ ■ヒトゲ /ム・遺伝子解析研究に関する倫理指針

_  ■遺伝 子治療等臨床研究 :こ 関する指針

¬

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 〈※

3)

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
Ｆ
一

■

ロ

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :              )

(※ 2)未審査に場合は.その理由を記崚すること.

(X3)魔止前の「疫学研究に目する0理指針,や 「薔床研究に関する●理指針サに準拠する場合は、当讀項目1=記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受
`=状

況 受溝 ■  未受講 二

当研究機関におけるC()Iの管理に関する規定の策定 . 
■

当研究機関 i二 おけるC()1委 員会設置の有無 ■

当研究に係るCO llこついての報告・審査の有無 fi■  無 二てヽ の場合
`■

その理

“

I

□

可

|

6.利益相反の管理



別紙 5

・
厚生労働科学研究費における倫理審査及び利益相反の管理の状況に関する報告について

(平成26年 1月 1411科 発0414第 5号 )」 の別紙に定める様式 (参考 )

令和 3年 :‖ ll()ll

厚生労働大l:i 殿

機関名 国立大学法人京都大学
大学院農学研究科

所属研究機関長 職 名  研究科長

氏 名

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相

以 下のとお りです。

食品の安全確保推進憂ヨ己」L_望

ついては

1.研究事業名

2.研究課題名 五上豊二重:_宣二立=左堅2二生』_堕二堡らユ上金湿Ω動 と

リスクコミュニケーションのための研究

3.研究者名 (正昼並皿上菫色)__瑾主皿五且上助重

I(名 フ 1リ ガナ) 未 ド 政 人  (キ ノン マサ ト

4.倫理審査の状況

被当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入
`“

1)

審査済み   審査した機関 オ、幕 ,(:_
ヒトデノム・遺伝 F解析研究 |二 関する0理指,| ■

遺伝子治療等臨床研究 :二 関する指針 ■

′、を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (¨ :) ■

厚生省働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
■

その他、被当する0理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) ■

(※ I)当 餞研究者が当臓研究を実籠するに当たり選守すべき●理指針に目する倫理委員会の審査が済んでいる場合は.‐富壼済み_に チェックし一

部告しくは全部の書壼が完了していない■合は、
‐
未審査_にチェックすること,

その他 (特記事項)

(※ 2)未審査の■合は.その理由を記Qすること.         ~
(※ 3)魔止前め

‐
疫学研究に目する●躍指針_■

‐
臨床研究に■する0理指針_:こ準拠する■合は

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

当演項日に妃入すること.

研究倫理教育。つ受講状況 受講 ■  未受講 Ξ

6.利益相反の管埋

・政当するこにチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機自の長も作成すること,

当研究機関におけるC()Iの管理に関する規定の策定

当研究機関における (｀

`ヽ

I委 員会設日の有無 有 l口  薫 二 (無め場合は番託先機関

当研究に係るC(〕 Iに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 二 (無の場合はその理由

当研究 |二 係る(｀ ()111つ いての指導・管理の有無 有
= 

無 ■ (有の場合はその内容

"i 
.- 1,,r

6 t *,(.*()rg5;i:.)It*:
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